
○開成町子ども・子育て会議条例 

平成25年６月24日条例第23号 

改正平成27年２月12日条例第２号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規定

に基づき、開成町子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 開成町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(２) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施

策の実施状況に関すること。 

(３) 特定教育・保育施設に関すること。 

(４) 特定地域型保育事業に関すること。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。 

２ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が

必要と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第５条 子育て会議に、会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。 

３ 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし会長が選出されていないときは、町長が行

う。 

２ 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
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３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 子育て会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（開成町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 開成町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和37年開成町条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正

する。 

  

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第203条の２の規定に基づき、

次の各号に掲げる非常勤の職員に対して支

給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方

法について必要な事項を定めることを目的

とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第203条の２の規定に基づき、

次の各号に掲げる非常勤の職員に対して支

給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方

法について必要な事項を定めることを目的

とする。 

(１)～(50) （略） (１)～(50) （略） 

(51) 子ども・子育て会議委員 （新設） 



次の改正前の表に掲げる別表を改正後の表に掲げる別表に下線で示すように改正する。 

  

改正後 

別表（第２条関係） 

 職名 報酬額  

 １～50 （略） （略） （略）  

 51 子ども・子育て会議委員 会長の職にある者 日額 8,000円  

 委員 日額 7,200円  

      

  

改正前 

別表（第２条関係） 

 職名 報酬額  

 １～50 （略） （略） （略）  

 （新設）  

      

附 則（平成27年２月12日条例第２号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 



開成町子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について 

 

平成 27 年４月から子ども・子育て支援新制度が施行され、開成町では、子ども・子

育て支援法に基づき、平成 27 年度から 5 年間を計画期間とする「開成町子ども・子育

て支援事業計画」（以下「町支援事業計画」といいます。）を平成 27 年３月に策定しま

した。 

町支援事業計画は、子育て支援事業の提供体制を確保するとともに、子育て世帯の定

住化促進に向けた環境整備を進める重要な取組みを取りまとめたものであることから、

計画に掲げた事業の進捗状況を定期的に点検・評価を行い、その結果に基づく見直しを

進めていくことが必要です。 

 このような趣旨のもと、町支援事業計画の点検・評価について次のとおり取組むこと

とします。 

 

１．基本的な考え方 

  町支援業計画の点検・評価結果に基づき、事業計画の見直しを適宜図り、「ＰＬＡＮ

（計画の修正）→ＤＯ（計画事業の実施）→ＣＨＥＣＫ（計画事業の実施状況の点検・

評価）→ＡＣＴＩＯＮ（事業の継続または計画事業の見直し）」というＰＤＣＡサイク

ルを回しながら、計画事業を計画の趣旨に照らし、より意義や価値の高いものにしてい

きます。 

  また、これらの結果については、町ホームページ等を通じて情報を公開します。 

 

２．点検・評価の実施主体 

  町支援事業計画の策定主体、事業の推進主体は、開成町であることから開成町組織に

おける内部評価を基本としますが、評価の過程等を開かれたものとするため、「開成町子

ども・子育て会議」の意見を聞きながら、行うものとします。 

 

３．点検・評価の実施時期 

  年度ごとに次のサイクルで実施していきます。 

時  期 内      容 

  ４ 月 担当部署による点検・評価 （※H28は初年度のため５月） 

  ６ 月 開成町子ども・子育て会議への意見聴取 

  ７ 月 必要に応じて担当部署による再点検・評価 

  ８ 月 点検・評価結果の公表 

 

４．点検・評価の範囲と方法 

  町支援事業計画では、子育て支援に関するさまざまな事業を計画しています。計画に

位置付けられた全事業を点検・評価の対象としますが、その方法は、種類別に次のとお

りとします。 

（１）幼児期の学校教育・保育について（町支援事業計画 P40～P42） 

  認定区分を基本としながら、幼児期の学校教育・保育の提供体制について入園児童等

客観的なデータを用いて検証します。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業について（町支援事業計画 P43～P53） 

    国が子ども・子育て支援策を進めていくうえで重要な施策として子ども・子育て支援

法に位置付けた地域子ども・子育て支援事業については、その重要性に鑑み重点的な点

検・評価を進めていくことが必要とされます。 

    このことから、町支援事業計画で位置づけた確保方策の実現結果を基本としながら、

その取組み状況を点検していくこととします。 

  

≪点検・評価項目≫ 

 ・確保方策に対する実績 

 ・具体的な取組と実施の状況 

・事業の結果、成果 

 ・次年度へ向けての課題 

 

（３）分野別事業について（町支援事業計画 P57～P86） 

  町支援事業計画に位置付けた子育て環境の整備等に資する 117 事業（再掲を含む）に

ついては、計画上その事業の年度別具体的な取組方針が定まっていないことから、年度

ごとの成果を基本に、その取組の方向性を検証していく方式とします。 

 

≪点検・評価項目≫ 

 ・事業に対する評価 

 ・実績や進捗状況 

 

【参考：子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価について】 

（内閣府子ども・子育て本部） 

○基本指針（抄） 

子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価 

市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策

の実施状況（教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や、これに係

る費用の使途実績等について点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づ

いて対策を実施すること。この場合において、公立の教育・保育施設に係る施策の実施

状況等についても、その対象とする必要があることに留意が必要である。この際、この

一連の過程を開かれたものとするため、地方版子ども・子育て会議を活用することが望

まれる。  

評価においては、個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体の成果（ア

ウトカム）についても点検・評価することが重要である。子ども・子育て支援の推進に

おいては、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が必要であり、このような取組

を評価するため、利用者の視点に立った指標を設定し、点検及び評価を行い、施策の改

善につなげていくことが望まれる。 

 

  



 
幼児期の教育・保育の需給計画に係る実績について（平成２８年度）

２号

１号

幼児期の
学校教育

利用希望
が強い２号

小計
【A】

左記以外
の２号
【B】

０歳 １～２歳
小計
【C】

①量の見込み
（計画値）

282 24 306 216 46 142 188 710

②4/1実績
（支給認定者数）

179 0 179 211 10 121 131 521

4/1実績－量の見込み
（見込みとの差）

▲ 127 ▲ 5 ▲ 36 ▲ 21 ▲ 57 ▲ 189

③確保方策（計画） 210 145 38 116 154 509

④確保方策実績 210 145 33 102 135 490

確保実績－確保計画
（供給計画との差）

0 0 ▲ 5 ▲ 14 ▲ 19 ▲ 19

確保実績－4/1実績
（供給状況）

31 ▲ 66 23 ▲ 19 4 ▲ 31

　認定区分について　

区分

１号認定

２号認定（教育利用）

２号認定（保育利用）

３号認定

　「量の見込み」と「確保方策」について　

　①「量の見込み」とは、アンケート結果と人口推計、国の定めた式をもとに、どれくらいの需要があるかを、③「確保方策」は、どれだけの

受け皿が用意できるのか、提供体制を表したものである。「量の見込み」はアンケート結果のため需要は多くなっており、実際どうなのかは

「実績」の数値となっている。

【※１】①量の見込みと②4/1実績の差については、幼稚園において３歳児の受け入れを行っていないことが原因と考えられるため、平成

　　　　３１年度に３年保育を実施することを計画している。なお、のびのび子育てルーム事業は4/1時点で　84名が利用している。

【※２】１号の教育・保育施設の届出定員は350人であるが、実際の施設の状況から210人の受入を限度としている。

【※３】２号（左記以外）、３号の不足については、平成２９年度に民間保育所を誘致し、新設することで対応した。

【※４】④確保方策実績・３号のマイナスについては、地域型保育事業者から認可申請の相談があったものの申請には至らなかったため。

　　　　

合計
（A+B+C）

１号 ３号

区分の概要

「保育の必要性」の認定を受けて、保育の利用を希望する０，１，２歳児の子ども

「保育の必要性」の認定を受けて、保育の利用を希望する満３歳～小学校就学前の子ども

「保育の必要性」の認定を受けることができるが、教育の利用を希望する満３歳～小学校就学前の子ども

「保育の必要性」の認定を受けない、満３歳～小学校就学前の子ども
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事業担当課：　 子ども・子育て支援室
町事業との関連：あり 事業番号【１－３－１】

0歳～5歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1 1 1 1 1

1 1
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

平成27年度から教育委員
会事務局内に「子ども・子
育て支援室」を設置し、子
どもに関する受付業務（保
健、障がいを除く）等を一
元化した。

昨年度の業務を引き続き
行った。

子育て支援の充実の観点か
ら、庁舎整備に合わせて機
構の検討を進めていく。

母子保健型の利用者支援事
業を実施し、さらなる利用
者の利便性拡大を進めてい
く。

A

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

事業名 １　利用者支援事業

事業概要
子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うととも
に、関係機関との連絡調整等を実施する事業

対象年齢

量の見込みと
確保方策

子どもに関する所管を一元化する等の機構改革等によって、子ども・子育て支援について総合的に相談・助言ができる体制を作った上で、
平成27年度に開成町役場内に1か所設置することを計画します。

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

確保方策 （か所）

実績

評
価

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

A
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事業担当課：　 子ども・子育て支援室

町事業との関連：あり 事業番号【１－２－３】

0歳～２歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1 2 2 2 2

1 2
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

開成町子育て支援センター
（酒田）の委託業務を進め
るとともに開成町駅前子育
て支援センター開設の準備
を進めた。

H28.4に町内２箇所目と
なる町駅前子育て支援セン
ターを開所した。各支援セ
ンターの役割に応じて利用
者が選択できる形となっ
た。

2箇所目となる開成町駅前
子育て支援センターを開所
し、適切に運営する。

両支援センターの連携

A

アンケートで算出された量の見込みに比べて、直近の事業の利用状況が少ないため、利用者支援事業等を通じて、地域子育て支援拠点事業
に関する情報提供に努めます。平成27年度は、開成町北部にある酒田保育園内の子育て支援センターの1か所で運営を継続します。平成
28年度を目標に、開成町南部に新たな地域子育て支援拠点の設置を目指し、計画期間内で2か所の設置を目標とします。

量の見込みと
確保方策

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

事業名 ２　地域子育て支援拠点事業

事業概要 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

対象年齢

確保方策 （か所）

実績

評
価

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

A

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）



事業担当課：　 保険健康課
町事業との関連：あり 事業番号【２－１－４】

妊婦

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1 1 1 1 1

1 1
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

妊娠届出時に母子健康手帳
とともに補助券を交付。
妊娠届出142名

妊娠届出時に母子健康手帳
とともに補助券を交付。
妊娠届出146名

全件妊婦面談を実施出来
た。また適切な回数妊婦健
診を受けることが出来た。
継続して全件妊婦面談を行
い、保健指導をする。

全件妊婦面談を実施出来
た。また適切な回数妊婦健
診を受けることが出来た。
継続して全件妊婦面談を行
い、保健指導をする。

A

妊婦健康診査は、県内の産科・産婦人科医療機関で実施し、開成町が健康診査費用に対する一部助成を行っています。検査項目や実施時期
は母子保健法の規定事項に準じて行っています。計画期間中も、現行の体制を維持し、担当職員は１名確保するものとします。

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

事業名 ３　妊婦健康診査

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

事業概要
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、
妊娠期間中、必要に応じた医学的検査を実施する事業

対象年齢

量の見込みと
確保方策

確保方策 （担当職員）

実績

評
価 A



事業担当課：　 保険健康課
町事業との関連：あり 事業番号【２－１－７】

０歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

21 21 21 21 21

21 21
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

3～４ヶ月児健康診査前に
実施。

3～4ヶ月児健康診査前に
実施。

着実に実施出来ている。
母子と面接出来るように対
象者へ事業の説明を丁寧に
行っていく。

着実に実施出来ている。
母子と面接出来るように対
象者へ事業の説明を丁寧に
行っていく。

「母子保健推進員声かけ訪問事業」は、現行の実施体制を維持し、21名体制で実施することを計画します。
量の見込みと

確保方策

A

確保方策 （人）

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

Ａ

実績

評
価

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

事業名 ４　乳児家庭全戸訪問事業

事業概要 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業

対象年齢



事業担当課：　 子ども／保険健康
町事業との関連：あり 事業番号【１－３－３】

０歳～１７歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1 1 1 1 1

1 1
15 15 15 15 15

15 16
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

（養育支援）
従事者１名（保育士）
利用者３名

（養育支援）
従事者１名（保育士）
利用者２名

養育支援訪問の体制に関し
要件等（従事者数や利用方
法、地域子育て支援事業へ
の包含）

年々、訪問家庭数は減少し
ている。母子保健事業にお
けるフォロー事業（保育士
訪問）との整理が必要。

対象年齢

A

確保方策 （訪問事業）

実績

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確
保する事業　および　要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク
構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する事業

事業概要

評
価 A

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

確保方策 （協議会）

実績

事業名 ５　養育支援訪問事業、その他要保護児童等の支援に資する事業

養育支援訪問事業は担当職員1名体制で行っています。要保護児童対策地域協議会は15名で構成される協議会を年間2回開催しています。
養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会ともに現行の体制を維持することを基本とします。養育支援訪問事業については状況に応
じ、人員の強化を図ることを検討します。

量の見込みと
確保方策



事業担当課：　 子ども／教育総務
町事業との関連：あり 事業番号【１－１－５】

３歳～５歳　　※平成31年度以降は3歳児も対象として計画していますが、それまでは4～5歳児が対象です

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1,510 2,265 2,265 2,265 2,265

1,450 1,460
1 1 1 1 1

1 1
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

給食のある日のみ、１日あ
たり10人を上限に16時ま
で保育を行う。
費用は１日500円。

給食のある日のみ、１日あ
たり10人程度の園児を、
16時まで保育を行う。
費用は１日500円。

10月に２日間、10名を超
える申込みがあり、緊急性
の低いもの（学校行事な
ど）についてお断りをし
た。要検討。

10名を超える申込みの
あった日が６日間あった
が、全員受け入れた。今後
もできる限り対応していき
たい。

対象年齢

確保方策 （か所）

実績

Ｂ

確保方策 （延人数）

実績

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

評
価 B

量の見込みと
確保方策

本町では平成26年度から、開成幼稚園で在園児を対象とする預かり保育事業を開始しました。計画初年度の平成27年度は、預かり保育に
関する職員を2名体制で実施し、1日当たり10人、年間1,510人日の提供体制を確保します。平成２８年度には、1日当たり15人、年間
2,265人日の提供体制の確保をめざします。また、本町の町民が利用する他市町村の幼稚園が、本町の一時預かり事業の受託を希望する場
合、本町の事業の実施基準を遵守することを前提に事業の委託に関して検討を行います。

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

事業名 ６－１　一時預かり事業（幼稚園在園児対象の預かり保育）

事業概要
幼稚園の標準的な利用時間外に、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった在園児を幼稚園において一時的に預かり、必要な保護を
行う事業



事業担当課：　 子ども・子育て支援室
町事業との関連：あり 事業番号【１－２－４】

　　　　【１－２－１】

０歳～５歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1,699 1,809 1,859 1,809 1,816

1,699 1,809
1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1 1

1 1
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

≪ファミサポ≫
会員数　　９９名
会員講習会　３回
会員交流会　１回

≪ファミサポ≫
会員数　　　１４３名
会員講習会　２回
会員交流会（フォロー講
習）　１回

利用料金の検討（３０分単
位、きょうだい割引）及び
病児・病後児預かりの広域
調整。

・利用料金の検討（３０分
単位はH29.4より実施、
きょうだい割引や低所得者
向け対策）

事業名

対象年齢

量の見込みと
確保方策

確保方策 （延人数）

一時預かりの提供体制の確保は、酒田保育園で行っている「一時預かり事業」と「ファミリー・サポート・センター事業」により行いま
す。保育所で行う一時預かり事業は、保育士２人体制、1日10人までの受入とし、年間延べ3,000人の提供体制を確保します。ファミ
リー・サポート・センター事業は、平成26年度開始の事業であるため、広報等により事業の活性化を図ります。

ファミリー・サポート・センター事業

事業概要

A

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

A

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

確保方策 （ﾌｧﾐｻﾎﾟ）

実績

評
価

実績

確保方策 （保育所）

実績

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

　　一時預かり事業（幼稚園預かり保育以外）

保育所における一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、保育所で一時的に預かり、必要な保
護を行う事業　および　ファミリー・サポート・センター事業は、乳幼児や小学生等の児童を有する保護者や地域住民等を会員として、児
童の預かり等の援助を受けたい者と援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業

６－２



事業担当課：　 子ども・子育て支援室
町事業との関連：あり 事業番号【１－１－３】

０歳～５歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

263 276 284 277 281

165 135
3 3 4 4 4

2 2
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

・事前登録制。18時以降
の保育が必要な児童に対し
延長保育を行う。
・小規模保育事業所とは認
可調整を進めたが、申請に
は至らなかった。

・事前登録制。1８時以降
の保育が必要な児童に対し
延長保育を行う。
・小規模保育事業所とは認
可調整を進めたが、申請に
は至らなかった。

増加が想定される延長保育
事業の提供体制の確保

他の認可園での延長保育の
実施

B

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

確保方策 （か所）

実績

評
価 B

対象年齢

量の見込みと
確保方策

開成町にあるすべての保育所で延長保育の実施を行います。平成2７年度に小規模保育事業所1か所、平成29年度に保育所又は認定こども
園1か所が開設することに伴い、新設施設においても事業を開始します。計画初年度の平成27年度は、3か所263人の受入体制を確保しま
す。平成31年に4か所281人の延長保育事業の提供体制を確保することをめざします。

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

事業名 7　延長保育事業

事業概要 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間に、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業

確保方策 （人）

実績



事業担当課：　 子ども・子育て支援室
町事業との関連：あり 事業番号【１－２－５】

０歳～５歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

検討実施 検討実施
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

広域的な対応が必要である
ため、足柄上郡5町での会
議を発足した。

足柄上郡５町での会議を開
催し、検討を進めた。

実現の可能性について、引
き続き足柄上郡5町での検
討を進める。

町内への創設をめざし検討
を進める。他町での広域で
の利用について検討し、調
整をしていく。

A

確保方策 （か所）

A

実績

評
価

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

事業名

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

8　病児保育事業

事業概要
病児保育事業は、病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等で、看護師等が一時的に保育等を実施する事業。ファミ
リー・サポート・センター事業（病児・緊急対応強化事業）は、病児・病後児の預かり等に関して、会員に対して相互援助に必要な講習会
の開催、相互援助活動の調整や、医療機関との連携体制の整備等を行う事業。

対象年齢

量の見込みと
確保方策

平成28年度を目処に、ファミリー・サポート・センター事業（病児・緊急対応強化事業）の導入を検討します。地域の医療機関と連携を図
ることや、提供会員に必要な研修を受けて頂くことが必要なため、導入可能性を検討していきます。病院併設型の病児保育事業は、医療機
関等による開設の意向が前提となっていますが、全国の6割以上が赤字であり、町単独で事業の補助をすることの障壁は高く、導入が困難
な状況です。一方で、共働き世帯等のニーズの強い事業であるため、計画期間中に近隣の市町村との連携事業による実施を含めて、病児保
育事業の提供体制の確保に向けた検討を行います。

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

計画期間中に事業の開始に向けた検討を行う



事業担当課：　 子ども・子育て支援室

町事業との関連：あり 事業番号【１－２－６】

６歳～１１歳

１．確保方策に対する実績と評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

150 150 210 210 210

150 150
3 3 4 4 4

3 3
A（目標達成）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

２．各年度の取組等

対象を4年生まで拡充し、
3箇所で実施した。

引き続き3箇所で実施。年
度内で参加児童数は減少す
るが、年々増加傾向。

放課後子ども総合プランへ
の対応を検討していく。

放課後子ども総合プランへ
の対応を検討していく。

A A

９　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な
遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業

具体的な取組と実施の
状況（利用者数・従事

者数など）

次年度へ向けての課題
や実施の方向性

確保方策 （か所）

実績

評
価

実績

確保方策 （人数）

放課後児童健全育成事業は、平成27年４月以降「開成町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」により新たな
設備・運営基準に基づき、事業の見直しを行います。また、厚生労働省が所管する「放課後児童健全育成事業」と、文部科学省が所管する
「放課後子ども教室推進事業」を一体化、あるいは連携して実施する総合的な「放課後子どもプラン」を推進する方針であることから、本
町における放課後に関する事業の一体的推進に向けた検討を行います。
計画初年度の平成27年度に3か所150人、平成29年度に4か所210人の提供体制の確保を目標とします。

量の見込みと
確保方策

対象年齢

事業概要

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　【地域子ども子育て支援事業（13事業）】

事業名



【参考】 （平成２８年度）

事業名 単位 量の見込み 実績 比率 事業の成果

1 利用者支援事業 設置箇所 1 1 100.0% 子育てに係る総合的な受付、相談を受けやすくなった。

2 地域子育て支援拠点事業 月間利用平均 1,163 1,402 120.6%
・月間利用平均 1,402名 年間延7,380組が利用
・H29.4に町内2箇所目となる駅前子育て支援センターが開所し、２箇
所の特徴を活かした事業を展開した。

対象人数 172 144 83.7%

健診延べ回数 2,408 1,634 67.9%

4 乳児家庭全戸訪問事業 対象人数 169 138 81.7%
・対象１３８件、実施数１３８件（１００％）
・面接数１２９件（9３％）⇒うち子どもにも会えた８８件（６３％）

5
養育支援訪問事業、その他

要保護児童等の支援に資する事業
対象人数 31 25 80.6%

≪養育支援≫年間を通して支援が必要な家庭があり訪問件数が増加した
（２家庭　延４３回訪問）
≪要保護児童対策地域協議会≫代表者会議１回、実務者会議３回 H28
年度末登録児童数２５名

６－１ 一時預かり事業（幼稚園） 年間利用者 2,129 775 36.4%
・年間開設日数 146日
・預かり人数が０人の日は1日間、11人以上の日は6日間

６－２
一時預かり事業（幼稚園以外）

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業
年間利用者 1,809 1,288 71.2%

・一時預かり　950件
・ファミリー・サポート・センター相互援助活動　３３８件
　　　　　　　　　　　　　　　（平成２７年度比　＋２倍）

8 延長保育事業 利用人数 276 135 48.9%
・登録：酒田保育園　59名、酒田みずのべ保育園　76名
・年間のべ利用者は　2,633名

9 病児保育事業 年間利用者 264 0 0.0% 病児保育施設創設を検討している法人に助言を行った。

10 放課後児童クラブ 利用人数 197 147 74.6% 月平均登録者数147名

3 妊婦健康診査

各事業における量の見込みと実績について

・受診券交付数 2,180枚
　⇒交付数と健診回数の差は、転入出や出産した週数、母子手帳を申請
するタイミングにより、健診する回数が異なるため。



１．豊かな子育てを支援する取組の充実

（１）未就学児の保育と教育の充実

子ども・子育て
支援室 Ａ A

子ども・子育て
支援室 Ｎ Ｎ

子ども・子育て
支援室

子ども・子育て
支援室 Ｎ Ｎ

子ども・子育て
支援室

子ども・子育て
支援室 Ａ Ａ

子ども・子育て
支援室

福祉／子ども
／教育 Ａ Ａ

子ども／教育
／福祉 Ａ A

教育総務課 Ａ A

教育／子ども Ａ A

計画を基に基本設計及び実施設計
を行った。また、工事をH28,29
で計画し、H28においてキュービ
クル、フェンス工事を行った。

すくすくルームの回数を週１回か
ら週２回にすることで、のびのび
子育てルーム事業を拡充した。ま
たH31からの３歳児教育に向けて
課題の整理を行った。

新制度への移行により、新制度に
移行しない私立幼稚園園児のみが
対象。3施設10名に対し交付し
た。

番号・事業名 担当課

H３１H３０H２９H２８H２７

A（単年での計画を全て実施）

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

評価

１３事業で管理

１３事業で管理（実施なし）

１－１－１０
開成幼稚園施設整備事業

１－１－１１
開成幼稚園における３歳児保育の実施

保育所等入所児童延べ4,103名分
（町内施設3,531名、町外施設
572名）に対し、法令に基づいた
給付を行った。

計画上位置づけた「地域型保育事
業」に該当する事業所がなかった
ため、給付は実施しなかった。

一時的に保育を提供する事業（1ヵ
月あたり概ね60時間以上）である
が、新制度では一時預かり事業に
統合された。

保育園：町民間保育所補助金交付
要綱に基づき助成。
幼稚園：学校生活支援補助員を３
名配置。研修への参加もあり。

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

対象者は10名。専門員が障がいの
早期発見・対応のための助言等を
保護者・施設職員に対し支援を
行った。

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

１－１－１
子ども・子育て支援施設型給付

１－１－２
子ども・子育て支援地域型保育給付

１－１－３
延長保育事業

１－１－４
特定保育事業

１－１－５
幼稚園における預かり保育事業

１３事業で管理

１－１－６
幼稚園等就園奨励費

１－１－７
実費徴収に係る補足給付

１－１－８
巡回支援専門員整備事業（仮称）

１－１－９
障がい児保育（教育）の推進

資料２－３



１．豊かな子育てを支援する取組の充実

（２）地域における子育て支援の充実

子ども・子育て
支援室

子ども／
教育総務 Ａ Ａ

子ども・子育て
支援室

子ども・子育て
支援室

子ども・子育て
支援室

子ども・子育て
支援室

社会福祉
協議会 Ａ Ａ

子ども／
教育総務 B A

自治活動
応援課 Ａ A

１．豊かな子育てを支援する取組の充実

（３）子育て支援のネットワークづくり

子ども・子育て
支援室

子ども／
保険健康 Ｎ N

子ども／
保険健康

保険健康課 A A

保険健康課 A A

子ども・子育て
支援室 A A

開成町駅前子育て支援センターの
開所を機に平成28年度以降に検討
を進めます。

年10回　延153人
声かけ訪問　延べ145回

いちご会　年7回　105名
いちごクラブ　年6回　162名

３歳児学級において親支援プログ
ラムを実施。

利用者1,083人
チビッ子らんどフェスタを昨年に
引き続き開催、地域の子育て中の
親子の交流の機会となりました。

H２９ H３０ H３１

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

H28年度は配布のみ実施

１３事業で管理

１３事業で管理

１３事業で管理

１３事業で管理

自治会活動の支援として交付金の
助成、自治会長との情報共有とし
て自治会長会議においての情報交
換、H30みなみ自治会立ち上げに
向けての支援等。

H２７ H２８

86名（H29.3）の児童により事業
を実施した。

１３事業で管理

１－３－６
子育てガイドブック（仮称）の発行

H２９ H３０

１－３－２
子育てネットワーク会議（仮称）の開催

１－３－５
母子保健推進員OBいちご会活動

１－２－７
子育て中親子のサロン
「チビッ子らんど」の開放

１－２－８
親育ち支援プログラムの推進

１－２－９
自治会活動の推進

H３１H２７ H２８

１－３－３
養育支援訪問事業

１－３－４
母子保健推進員活動

１－３－１
利用者支援事業

１－２－３
地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター）

１３事業で管理

１－２－４
保育所における一時預かり事業

１－２－５
病児保育事業

１－２－６
放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

担当課 評価

A（単年での計画を全て実施）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

N（実施なし）

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

１３事業で管理

番号・事業名

１－２－１
ファミリー・サポート・センター事業

１－２－２
のびのび子育てルーム事業



２．親子の心と体の健康づくりの増進

（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課

保険健康課

保険健康課

保険健康課 A A

年3回コース延べ95人参加

申請5件
全件給付決定

広域的に連携して取り組んだ

１－３－４の再掲

２－１－７
乳児家庭全戸訪問事業
（母子保健推進員声かけ訪問事業）

１３事業で管理

H３０

２－１－８
母子保健推進員活動

２－１－５
母親父親教室の開催

２－１－６
未熟児養育医療費助成事業

２－１－９
母子保健推進員活動OBいちご会活動

２－１－１
特定不妊治療費助成事業

２－１－２
不育症治療費助成事業

２－１－３
母子健康手帳の交付

２－１－４
妊婦健康診査（費用補助）

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

１３事業で管理

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

B（50％以上実施）

C（50％未満実施）

申請21件
遅滞なく給付を実施

146冊交付
保健師による面談を全数実施

申請1件
遅滞なく給付を実施

１－３－５の再掲

２－１－１０
救急医療の充実

A（単年での計画を全て実施）

担当課 評価番号・事業名

H２９H２７ H２８ H３１

N（実施なし）



２．親子の心と体の健康づくりの増進

（２）親と子の健康の確保

子ども・子育て
支援室 A Ａ

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

B（50％以上実施）
番号・事業名

個別受診　受診率95.5％

年6回実施　延べ126人参加

年3回実施　45人参加

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

A（単年での計画を全て実施）

年6回実施　受診率100％

年6回実施　受診率97.4％

年8回実施　受診率97.2％

通院：小学生、入院：中学生まで
を対象に医療費を助成した。
（年間延べ32,127件）

訪問延べ人数227人

２－２－１
小児医療費助成

２－２－９
３～４か月児健康診査

請求に対し速やかに支払いを実
施。対象者への接種勧奨

全戸訪問時にリーフレット配布
(142名）

年１回実施

C（50％未満実施）

N（実施なし）

駅前子育て支援センターで食育や
病時の対応方法、トイレトレーニ
ングについて年５回講座を行っ
た。参加者はのべ67人。

年12回実施　受診率97.2％

２－２－１３
３歳児健康診査
（一般健診及び歯科健診）

２－２－１２
２歳児歯科健康診査

２－２－３
予防接種の実施

担当課 評価

H２７

２－２－４
離乳食講習会

H２８ H２９ H３０

２－２－２
妊産婦・新生児（乳幼児）訪問指導

２－２－１０
お誕生日前（10～11か月児）健康診査

２－２－５
親のための子育てセミナー

２－２－６
歯のお手入れ教室

２－２－７
絵本の読み聞かせ推進事業

２－２－８
親子・子ども料理教室

H３１

２－２－１１
１歳６か月児健康診査
（一般健診及び歯科健診）



２．親子の心と体の健康づくりの増進

（２）親と子の健康の確保（つづき）

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

保険健康課 A A

小学生の保護者を対象に、骨密度
測定、栄養や運動の指導を行っ
た。参加者は135人。

年12回実施　161人受診

年12回実施　延べ257人受診（乳
児133人・幼児124人）

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

年２４回実施　延べ362人

２－２－１８
こども心の相談

・中学校で骨密度測定を２回実施
し、利用者135名
・健康に関する思春期アンケート
45％の回答（中学2年生、高校2
年生計100人に通知）

年13回実施　31人利用

遅滞なく作成を完了

番号・事業名

年3回　延61人

精検発行数24件
受診者数　22件

評価

N（実施なし）

B（50％以上実施） 担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

H２７ H３０H２８ H２９

２－２－２２
若い世代の健康づくり事業

２－２－２３
思春期保健の充実

２－２－１５
乳幼児精密健康診査

２－２－１６
７～８か月児健康相談

２－２－２０
健康カレンダーの作成

２－２－２１
あじさい健診

２－２－１９
幼児心の健康教室
（たんぽぽの会、チューリップの会）

受診者108人

２－２－１７
乳幼児健康相談

H３１

２－２－１４
３歳児視聴覚２次検査

A（単年での計画を全て実施）

C（50％未満実施）
担当課



３．生きる力を育む教育環境の充実

（１）学校教育環境の充実

子ども・子育て
支援室

子ども／
教育総務 A A

教育総務
／子ども A A

教育総務
／子ども A A

教育総務
／子ども A A

教育総務課 A A

教育総務課 A A

教育総務課 Ｂ A

社会福祉
協議会 A Ａ

社会福祉
協議会 - -

社会福祉
協議会 B Ｂ

教育総務課 A A

教育総務課 A A

教育総務課 A A

教育総務課 A A

町内全ての公立園学校に指定し
た、学校運営協議会の適切な運営
に加え、園学校の枠を越えた合同
会議、推進会議を開催した。

各園学校等が連携し講座や卒業式
の装飾を花で行い、連携に向けた
会議を行った。

支援の必要な子どもに対して様々
な専門家の意見を取り入れより良
い支援を実施した。

子ども読書活動推進会議を年２回
開催した。ファミリー読書デーの
周知を図るため、ポスターコン
クールを実施した。応募者８名。

新規利用者はなかったが、広報活
動と貸し付けた奨学金の収納を
行った。

参加者75人
3-1-9と3-1-10の事業を統合
（H27～）して開催し、講座→デ
モ（聴導犬）→体験学習（誘導、
手話、点字）を実施しました。ま
た、新規に案内チラシを作成しPR
を強化しました。

出席者9人
本会から園・学校への依頼内容の
確認や事業終了後の成果などを共
有できました。
年度内2回開催の予定が、1回の開
催となりました。

開成小、開成南小５年生を対象に
留学生６名を招き交流を行った。

開成小学校の非常放送配線及び体
育館舞台幕、文命中学校の給食室
フード増設、体育館樋交換工事を
行った。

相談件数１９５件

支援が必要である児童生徒の家庭
へ就学に必要となる就学奨励金の
交付を行った。

担当課
担当課コメント欄

（実績・進捗状況等）
番号・事業名

開成小学校では30日（平均参加児
童58人）。開成南小学校では31
日（平均参加児童81.7人）を実施
した。

３－１－５
幼小中高連携事業

３－１－６
特別支援教育の充実

１－２－６の再掲

B（50％以上実施）

３－１－１１
福祉教育関係者連絡会の開催

３－１－１２
心の教室相談事業

３－１－２
放課後子ども教室推進事業

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

評価

A（単年での計画を全て実施）

H２７

３－１－３
コミュニティ・スクール推進事業

３－１－４
国際理解教育事業

３－１－７
子どもの読書活動の推進

３－１－８
学校施設整備事業

３－１－９
小学生ふくし一日教室の開催

３－１－１０
親子ふくし教室の開催

３－１－１
放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

３－１－１３
適応指導教室の運営

３－１－１４
奨学金貸付制度

３－１－１５
就学援助制度

施設の適正な管理を行った。通室
者は２名

C（50％未満実施）

N（実施なし）

H３０H２９H２８ H３１



３．生きる力を育む教育環境の充実

（２）家庭や地域の教育力の向上

自治活動
応援課 A A

子ども・子育て
支援室 A A

教育総務課 A A

子ども／
教育総務

子ども・子育て
（教育総務） A A

教育総務課 A A

保険健康課

教育総務課 A A

教育総務課 A A

教育総務／
環境防災 A A

・スポーツ推進委員によるニュー
スポーツ教室の開催（年２回）
・総合型スポーツクラブによる各
種教室の開催、クラブへの運営支
援。
・指定管理者（開成スポーツパー
トナーズ）との協力による各種ス
ポーツ教室及び講座等の開催
・少年少女スポーツ団体への助成
・かいせいスポ・レクフェスティ
バルの開催

２－２－８の再掲

企業の協力を得てジュニアサマー
スクール４講座を行った。

図書室の書籍の充実と、子どもの
広場の実施や夏休みに図書室の仕
事を体験する「本となかよくなろ
う」事業を行った。

３歳児を持つ母親を対象に、これ
からの子育てに必要となる知識を
習得してもらうため、全５回の講
座を開催した。

１園３校で３～５回の講座を開設
した。参加人数延べ６０８名

青少年指導員の主となって、年７
回（うち２回雨天中止）のパト
ロール、延べ１０３人が参加し
た。

１－２－８の再掲

プレイパークの実践及び検証を目
的として町内３か所で実施（３回
４日間）。延３１５人が参加。

青少年指導員によるサマーキャン
プ、リーダー研修等の実施、北海
道幕別町との交流事業の実施

H３０H２７

N（実施なし）

３－２－１
スポーツ活動に関する支援

３－２－２
冒険遊び場（プレイパーク）づくりの
促進

３－２－３
青少年育成事業

H２８ H２９

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

３－２－４
親育ち支援プログラムの推進

３－２－５
３歳児学級

３－２－６
家庭教育学級の開催

３－２－７
親子・子ども料理教室

３－２－８
図書室活動の推進

３－２－９
企業等への働きかけの推進

３－２－１０
有害環境浄化活動の促進

評価

A（単年での計画を全て実施）

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

B（50％以上実施）

H３１

番号・事業名 担当課
C（50％未満実施）



４．安心・豊かな子育て環境の整備

（１）豊かなまちづくりの推進

街づくり
推進課 A A

街づくり
推進課 A A

財務課 A A

街づくり
推進課 A A

子ども・子育て
支援室

子ども・子育て
支援室

４．安心・豊かな子育て環境の整備

（２）子どもに安全なまちづくりの推進

環境防災課 Ａ A

街づくり
推進課 Ａ A

街づくり
／環境 Ａ A

街づくり
推進課 Ａ A

街づくり
推進課 Ａ Ａ

教育／環境 Ａ A

平成28年度計画していた事業を計
画通り実施。（幼稚園、保育園、
保育事業所を対象にした交通安全
教室、計４回）

現在、四ツ角団地の他住宅統合を
進めている。同団地の現在の入居
世帯数は4世帯となっている。

年２回の全体会議と担当者会議を
実施するとともに、子どもの安全
について協議した。

交通安全対策として道路外側線整
備工事を町道241－3・288号線
に実施した。

開成駅西口点字ブロックの改修工
事による誘導の明確化を実施し
た。

４－１－３
町営住宅の管理及び優先入居制度の活用

３－２－２の再掲

開成駅周辺地区土地区画整理事業
未整備区域において事業を進める
ため、現況測量を実施した。ま
た、Ｈ28年１２月に地元説明会を
開催した。

番号・事業名 担当課 評価

４－１－４
公園整備事業

４－１－５
地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター）

４－１－６
冒険遊び場（プレイパーク）づくりの
促進

H３１H２７

４－１－１
住宅用地の確保の推進

N（実施なし）
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H２７ H２８ H２９ H３０

公園内の樹木の剪定、遊具の修繕
を実施し、定期的な清掃・除草等
により、良好な環境整備に努め
た。

道路の安全確保のため町道227号
線路肩カラー舗装の実施し完了し
た。

４－２－３
交通安全対策の充実

A（単年での計画を全て実施）

４－１－２
居住環境の整備

H２８ H２９

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

整備を予定した南部地区公園につ
いては、Ｈ26年１２月に南部地区
土地区画整理組合から移管を受
け、整備が完了している。

H３１

４－２－１
交通安全教育の推進

４－２－２
道路の安全確保

４－２－６
学校・地域安全推進事業

４－２－４
公共道路等のバリアフリー化の推進

４－２－５
公園の安全確保

１－２－３の再掲

駅前通り線周辺土地区画整理事業
の推進にあたり、現況測量を実施
した。また、Ｈ28年１２月に地元
説明会を開催した。

B（50％以上実施）

H３０

C（50％未満実施）



４．安心・豊かな子育て環境の整備

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進

自治活動
応援課 Ａ A

産業振興課 B B

５．特に支援を必要とする子どもと家庭の支援

（１）児童虐待防止対策の推進

子ども／
保険健康 Ａ A

子ども／保険
教育／福祉

子ども／
保険健康 B A

子ども／
保険健康

５．特に支援を必要とする子どもと家庭の支援

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進

子ども・子育て
支援室 Ａ A

子ども・子育て
支援室 Ａ A

社会福祉
協議会 Ａ Ａ

社会福祉
協議会 Ａ A

H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

年間を通じ、他市町会員との親睦
と交流の機会を持ちました。会員
増には至りませんでしたが、新規
会員募集のPRも行っています。

出席者5人
当事者団体との情報の共有化や連
携強化を図ることを目的に開催し
ました。

おしらせ版にて労働保険の周知を
行った。また、労働環境の整備の
チラシを配布した。

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

・１２月３日(土)男女共同参画・人
権講演会の開催(１０１名参加)
・情報誌「かけはし」の発行(全戸
配布)

C（50％未満実施）

窓口として「子ども・子育て支援
室」を設置し、児童相談の実施及
び関係機関と連携しながら適切な
対応を図った。

１８９ダイアルの周知及び広報等
で児童虐待の早期発見に関する啓
発を行った

制度に基づき、申請等の受理、審
査などの事務を行った。
（給付は神奈川県が実施）

ひとり親家庭等に対し、制度に基
づき医療費を助成した。
（年間延４１８４件　現物給付及
び償還払いレセプト件数）

５－１－２の再掲

H３１

番号・事業名 担当課

H２９

評価

A（単年での計画を全て実施）

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

B（50％以上実施）

N（実施なし）

H２８

５－１－４
養育支援訪問事業

５－１－３
虐待の早期発見、予防の意識啓発

５－１－１
児童相談事業

５－１－２
要保護児童対策地域協議会

４－３－２
労働環境の整備啓発事業

４－３－１
男女共同参画意識づくり

５－２－１
ひとり親家庭等医療費助成

１－３－３の再掲

H２７

５－２－３
生活支援ネットワーク会議
（ひとり親）の開催

５－２－４
母子寡婦福祉会つくしの会の育成・支援

５－２－２
児童扶養手当

H３０

H２７ H２８ H２９ H３０ H３１



５．特に支援を必要とする子どもと家庭の支援

（３）障がい等がある子どもへの支援

福祉課 Ａ Ａ

福祉課 Ａ Ａ

福祉課 Ａ Ａ

福祉課 Ａ Ａ

福祉課 Ａ Ａ

教育総務課

教育総務課 Ａ A

社会福祉
協議会 Ａ Ｂ

社会福祉
協議会 Ａ A

福祉／子ども
／教育

子ども／
教育／福祉

対象者11名
毎月、給付を実施。

対象者46名
毎月、給付を実施。

対象者37名

担当課コメント欄
（実績・進捗状況等）

H２８ H２９

開催にあたり支援ボランティア養
成講座を7/12(火)に開催し5名の
ボランティアを養成。
7/29(火),8/3(水),8(月),24(水),2
9(月)全5回33名参加。小学校への
呼びかけを行い、学校教諭に状況
の確認をいただくことができた。
障がい者デイサービス利用者が多
く、レスパイトサービスへの利用
につながっていないため、当事者
団体と共催など多様なプログラム
が必要。

3/8(水)に開催。各参加団体の事業
実施状況を把握。新たな関係機関
を交えての情報交換を実施。2回開
催を予定していたが1回開催。

５－３－５
重度障害児（者）日常生活用具給付
事業の実施

特別支援学級に在籍する児童生徒
をもつ保護者の負担軽減のため、
就学に係る費用の一部補助を行っ
た。

５－３－６
特別支援教育の充実

５－３－１
自立支援給付の推進

５－３－１１
障がい児保育（教育）の推進

５－３－３
特別児童扶養手当の支給

５－３－４
身体障害児（者）補装具給付事業の実施

５－３－１０
巡回支援専門員整備事業（仮称）

１－１－８の再掲

５－３－９
レスパイト（障害児者の家族等の休息）
サービスの実施

５－３－８
障がい児者ネットワーク会議の開催

対象者5名

５－３－７
特別支援教育児童生徒の就学補助の実施

５－３－２
障害児通所給付の推進

３－１－６の再掲

対象者16名

開成町子ども・子育て支援事業計画　進行管理票【分野別事業（町事業）】

C（50％未満実施）
番号・事業名 担当課 評価

B（50％以上実施）

１－１－９の再掲

H２７ H３０ H３１

A（単年での計画を全て実施）

N（実施なし）



開成町子ども・子育て支援事業計画の見直しについて 

 

 

１．計画の見直しについて 

 

計画の基本指針においては、「法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの

人数が、・・・当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、適切な基

盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。」としています。支給認定区分ごとの実

績と市町村計画の量の見込みに、おおむね10％以上の乖離がある場合には「見込みと大き

く乖離している」として、原則、計画の見直しが必要とされています。また、10％以上の

乖離がない場合でも、 

 １）受け皿の整備を行わなければ、待機児童等の発生が見込まれる場合 

 ２）年度ごとに設定した目標値を超えて整備を行った年度がある場合 

には、「見込みと大きく乖離している場合」に準じて見直しを行うことになっています。 

 

（参考）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支

援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成

二十六年内閣府告示第百五十九号） 

第三子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項 

六 その他 

３ 子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価 

（略） 

法の施行後、法第十九条第一項の規定による認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、

二の２の（一）又は四の２の（一）により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離して

いる場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。このため、市町村は、

法第十九条第一項の規定による認定の状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な

場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。都道府県においても、市町

村子ども・子育て支援事業計画の見直し状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県子ども・子

育て支援事業支援計画の見直しを行うこと。なお、この場合において見直し後の子ども・子育て

支援事業計画の期間は、当初の計画期間とすること。 

 

 

２．開成町における見直し箇所について 

 

見直しについては、国から示されている「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関す

る中間年の見直しのための考え方（作業の手引き）」に沿って進めていきます。 

はじめに、各年度における人数の基礎となっている児童推計について実績との差を検証

します。これは、児童数に合わせて見込み数を算出する必要があるからです。 

次に、大きく乖離している箇所の見込み数について、認定区分ごとに「１号」と「３号

（０歳および１～２歳）」を確認していきます。 

資料３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．見直しの検討について 

 

①児童推計について 

児童推計については、当初、計画を作成したときに

使用した平成21～26年度の児童数に、平成27年度以降

の計画値および平成28年度までの実数を【表１】のと

おりまとめました。 

右表のとおり２歳以上は数値に大きな乖離は見られ

ません。０・１歳は見込みより実数が少なくなってい

ますが、今後の出生や年少者の転入が見込まれること

から、児童推計の下方修正はいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給認定者数等と需給計画上の「量の見込み」の乖離状況

基準日
時点支給
認定者数

(h)　※

H28量の
見込み

（i）

乖離の
状況
h/i

H28.4.1
支給

認定者数
(j)　※

H28量の
見込み

（k）

乖離の
状況
j/k

H28.4.1 179 0 179 282 24 306 58.5% 211 216 216 97.7% 10 46 21.7% 121 142 85.2%

H28量の
見込み
【教育
希望が

強い２号】

(d)

小計
B

(c+d)

乖離の
状況
Ａ/Ｂ

基準日
時点支給
認定者数

(e)　※

H28量の
見込み
【左記
以外の

２号】

（g）

基準日

１号 ２号 ３号

基準日
時点支給
認定者数

(a)　※

H28.5.1
私学

助成園
利用者数

(b)

小計
A

(a+b)

H28量の
見込み
【１号】

（ｃ）

小計
(ｆ+g)

乖離の
状況

e/(f+g)

０歳 １～２歳

　◎「量の見込み」の「２号（幼児期の学校教育の利用希望が強い）」の扱い
　　　→　需給計画の法定協議の際に、１号の利用定員枠を確保方策としていた場合は１号としてカウントし、
　　　　２号の利用定員枠を確保方策としていた場合は２号としてカウント。

推計に対する実人数の割合

H27 H28
27．28

平均

０歳 89.0% 78.7% 83.9%
１歳 85.6% 87.6% 86.6%

２歳 111.8% 94.4% 103.1%
３歳 94.0% 109.2% 101.6%

４歳 103.0% 95.2% 99.1%
５歳 104.5% 95.2% 99.8%

６歳 101.2% 103.8% 102.5%
７歳 94.5% 97.8% 96.2%

８歳 99.5% 92.1% 95.8%
９歳 89.8% 98.4% 94.1%

１０歳 100.5% 88.4% 94.5%
１１歳 103.3% 100.5% 101.9%

【　表１　】

年齢
Ｈ21～26
3月末平均

H27・
28平均

計画値 164 計画値 169 計画値 173 計画値 173 計画値 174

実数 146 実数 133

計画値 174 計画値 185 計画値 186 計画値 173 計画値 178

実数 149 実数 162

計画値 152 計画値 179 計画値 189 計画値 185 計画値 173

実数 170 実数 169

計画値 183 計画値 163 計画値 188 計画値 188 計画値 188

実数 172 実数 178

計画値 168 計画値 188 計画値 167 計画値 187 計画値 189

実数 173 実数 179

計画値 179 計画値 187 計画値 197 計画値 167 計画値 187

実数 187 実数 178

計画値 173 計画値 185 計画値 190 計画値 196 計画値 163

実数 175 実数 192

計画値 182 計画値 186 計画値 190 計画値 189 計画値 194

実数 172 実数 182

計画値 182 計画値 189 計画値 188 計画値 187 計画値 184

実数 181 実数 174

計画値 196 計画値 188 計画値 191 計画値 183 計画値 182

実数 176 実数 185

計画値 188 計画値 198 計画値 188 計画値 196 計画値 184

実数 189 実数 175

計画値 183 計画値 190 計画値 198 計画値 193 計画値 197

実数 189 実数 191
１１歳 180.3 190.0

９歳 186.0 180.5

１０歳 188.5 182.0

７歳 185.2 177.0

８歳 183.2 177.5

５歳 175.8 182.5

６歳 182.0 183.5

３歳 169.5 175.0

４歳 176.0 176.0

１歳 165.0 155.5

２歳 166.5 169.5

平成27年度
H28.3.31

平成28年度
H29.3.31

平成29年度 平成30年度 平成31年度

０歳 150.2 139.5



②幼稚園等の利用見込み数（１号認定者）が実績と乖離していることについて【参考：表２】 

教育利用希望者のうち、３歳児のほとんどが「のびのび子育てルーム事業」を利用して

おり、１号認定を行っていないため認定者数が少なくなっています。数値の乖離は、町の

事業で３歳児教育を実施できていないことに起因しており、実際の利用希望はあると考え

られるため、１号認定者の見込み数は下方修正いたしません。 

なお、平成31年度から開成幼稚園にて３年保育を開始できるよう計画を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保育所等の利用見込み数（３号）が実績と乖離していることについて【参考：表３】 

０歳児および１～２歳児の実績が見込み数より少ないのは、４月１日時点の人数で集計

した結果であると考えられ、３月末の人数で再集計すると０歳児95.7％・１歳児87.3％とな

り、おおむね推計と合っているため、３号認定者の見込み数は下方修正いたしません。 

なお、集計は４月１日時点の人数で行われますが、見込みは年度いっぱいを見込んで推

計することとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【　表２ ： ３月末時点、のびのび利用者を加味した場合　】

H28.4.1 179 0 179 282 24 306 58.5%

H29.3.31 183 0 183 282 24 306 59.8%

（のびのび
含む） 269 0 269 282 24 306 87.9%

小計
B

(c+d)

乖離の
状況
Ａ/Ｂ

基準日

１号

基準日
時点支給
認定者数

(a)　※

H28.5.1
私学

助成園
利用者数

(b)

小計
A

(a+b)

H28量の
見込み
【１号】

（ｃ）

H28量の
見込み

【教育希望が

強い２号】

(d)

【　表３ ： ３月末時点の人数で集計した場合　】

基準日
時点支給
認定者数

(h)　※

H28量の
見込み

（i）

乖離の
状況
h/i

H28.4.1
支給

認定者数
(j)　※

H28量の
見込み

（k）

乖離の
状況
j/k

H28.4.1 211 0 216 97.7% 10 46 21.7% 121 142 85.2%

H29.3.31 197 0 216 91.2% 44 46 95.7% 124 142 87.3%

基準日

２号 ３号

基準日
時点支給
認定者数

(e)　※

H28量の
見込み

【教育希望が

強い２号】

(ｆ)

小計
(ｆ+g)

乖離の
状況

e/(f+g)

０歳 １～２歳



 

施設名称 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 定員

のびのび子育てルーム 94 94 －

開成幼稚園 83 89 172 350

幼稚園　計 94 83 89 266 350

うち

町内在住

うち

町外在住

酒田保育園 5 20 32 37 42 38 174 157 17 150

酒田保育園上島分園 1 8 11 20 19 1 30

酒田みずのべ保育園 5 16 18 21 20 23 103 90 13 100

【新】酒田みなみの保育園 5 23 16 17 16 6 83 63 20 90

保育園　計 16 67 77 75 78 67 380 329 51 370

施設所在地 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

小田原市内 0 1 3 1 3 4 12

南足柄市内 0 2 4 1 6 6 19

秦野市内 0 0 0 0 0 1 1

中井町内 0 0 0 0 0 1 1

松田町内 0 0 0 0 1 0 1

山北町内 0 0 2 0 0 0 2

計 0 3 9 2 10 12 36

平成29年度当初における入園・入所状況について

  子育て世帯の定住促進と待機児童の解消を図るため、新たな民間保育所の設置を支援し「酒
田みなみの保育園」が開園しました。また、開成幼稚園においては３年保育の開始に向けて、
今年度も引き続き大規模改修を行います。

  平成29年4月1日現在、町内施設への入園・入所児童数は次のとおりです。

(単位：人）

　 町内在住児童のうち、保護者の希望により次のとおり町外施設に入園・入所しています。なお、新制度に移
行していない私立幼稚園に通園している児童については支給認定を行わないため、以下の数値に反映されて
いません。

(単位：人）

施設名称 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 定員

参考）町外施設への措置状況

備　　考

(単位：人）

8施設（公立1,私立7）

6施設（公立1,私立4，
幼稚園型認定こども園1）

1施設（私立1）

1施設（私立1）

1施設（私立1）

2施設（公立2）

資料４


